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船舶事故調査報告書 

 

令和５年３月１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決  

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 火災 

発生日時 令和４年１月２１日 ０６時３０分ごろ 

発生場所 沖縄県北大東村沖
おき

大東
だいとう

島南方沖 

 北大東島灯台から真方位１８３°３４０海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯２０°１６.０′ 東経１３１°００.０′） 

事故の概要  漁船第二十八克
かつ

丸は、航行中、火災が発生した。 

 第二十八克丸は、機関室等に焼損を生じて船体が行方不明となっ

た。 

事故調査の経過  令和４年１月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第二十八克丸、１９.８９トン 

ＯＮ２－０３２１（漁船登録番号）、個人所有 

１４.９６ｍ（Lr）×３.８１ｍ×１.４６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、５５９kＷ、昭和５４年１２月１日 

 乗組員等に関する情報 船長 ６８歳 

一級小型船舶操縦士 

 免許登録日  平成１５年９月１８日 

 免許証交付日 平成３０年７月２日 

         （令和５年９月１７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 機関室等に焼損（船体行方不明） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ４ 

海象：波高 約２.０ｍ 

日出時刻：１月２１日０７時０２分ごろ（北大東島） 

 事故の経過 本船は、船長ほか７人（全員インドネシア共和国籍）が乗り組み、

令和３年１２月２４日１１時００分ごろ、まぐろ
．．．

はえ縄漁の目的で沖

縄県那覇市泊
とまり

漁港を出港し、３１日に東シナ海南東方沖で操業を開

始した。 

 船長は、令和４年１月２１日０４時３０分ごろ、乗組員全員を休ま

せて、約５ノットの対地速力で次の漁場に移動を始めた。 

 船員室で就寝していた乗組員の１人（以下「乗組員Ａ」という。）
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は、０６時３０分ごろ、プラスチックが燃えるような臭いを感じ、別

の乗組員（以下「乗組員Ｂ」という。）を起こして、船員室の下にあ

る機関室を確認するよう伝えた後、船長の居る操舵室へ報告しに行っ

た。 

 乗組員Ｂは、機関室内を確認した際、機関室後部に設置されていた

主機始動用バッテリ付近の電線から青い火花が出ていて、火が電線に

引火している状況を見て、機関室に備え付けられていた持ち運び式の

粉末消火器で消火を試みたが火は消えず、機関室出入口に備え付けら

れていた同式の粉末消火器を持ってきたときには、火が大きくなって

煙が出ていたので、消火活動を断念して操舵室へ報告に向かった。 

 船長は、乗組員Ａの報告を受けて機関室へ向かっていた際、乗組員

Ｂと出会い、２人で機関室内を確認しようとしたが、機関室内に煙が

充満していて確認することができなかったので、乗組員全員に救命い

かだを下ろして本船から退避するよう指示して、０６時５３分ごろ、

船舶所有者に衛星電話で火災が発生し退避することを連絡し、海上保

安庁への通報を依頼した。 

 乗組員全員は、船尾甲板に集合して救命胴衣を着用し、救命いかだ

に移乗した後、退避してきた船長を乗せて、本船から離れた。 

 救命いかだは、漂流中、海上保安庁から救助要請を受けた貨物船に

発見され、１１時５０分ごろ、船長及び乗組員７人は同貨物船に救助

された後、僚船及び巡視船に乗り継ぎ、２４日１３時３０分ごろ那覇

市那覇港に入港した。 

 本船は、海上保安庁の巡視船及び航空機により捜索が行われたが、

発見できず、行方不明となった。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船の同型船 参照） 

 その他の事項 

 

船舶所有者は、本船の主機始動用バッテリを令和２年３月の定期検

査時に交換したが、同バッテリに接続する電線は、長年、点検及び交

換を行っていなかった可能性があると思った。 

本船は、機関室等に持ち運び式の粉末消火器７本と機関室内に自動

拡散型消火器２本が設置されていたが、火災探知装置は設置されてお

らず、また、乗組員Ｂは自動拡散型消火器が作動したかどうか分から

なかった。 

 本船は、船舶職員及び小型船舶操縦者法に定められた乗組み基準を

受けて、六級海技士（機関）の免状を有する機関長を乗船させる必要

があったが、出航直前に乗船予定の機関長が急病で、代わりの機関長

を手配できず、機関の点検等は主に乗組員Ｂが行っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 

あり 

あり 

なし 
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 判明した事項の解析  本船は、航行中、バッテリに接続する電線が短絡を起こして出火し

たことから、同電線に引火し、機関室で火災が発生したものと考えら

れる。 

 主機始動用バッテリに接続する電線は、乗組員Ｂが、電線から青い

火花が出るのを見たこと並びに長年、点検及び交換が行われていなか

ったことから、電線が、経年劣化を起こしていることに気付かず、短

絡を起こして出火したものと考えられる。 

 船舶所有者は、法令に定められた機関長を本船に乗り組ませていな

かった。 

原因  本事故は、本船が、長年主機始動用バッテリに接続する電線の点検

及び交換が行われていない中、航行中、バッテリに接続する電線が短

絡を起こして出火したため、同電線に引火し、機関室で火災が発生し

たものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害軽減に役立つ事項として、次

のことが考えられる。 

・船舶所有者は、定期的に電気配線の点検及び交換を行うこと。 

・法令で火災探知機の設置が求められる船舶以外の小型船舶にあっ

ても、機関室には、火災探知機を設置することが望ましい。 

・船舶所有者は、法令に定められた船舶職員を所有船舶に乗り組ま

せること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船の同型船 
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